[bookmark: _GoBack]中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金交付要綱

（目的）
第１条　この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町内の介護サービス等事業所及び障がい福祉サービス事業所（以下「介護・障がい福祉サービス事業所」という。）に中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金（以下「給付金」という。）を交付し、介護・障がい福祉サービス事業所の負担を軽減し、事業の継続及び経営の安定化を図ることを目的とする。
（支給対象者）
第２条　給付金の支給対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する事業者であって、町長が別に定める日時点において、町内に所在するものをいう。
　(１)　介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第８条第１項に規定する居宅サービス（法第８条第６項に規定する居宅療養管理指導を除く。）を行う事業者
　(２)　法第８条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業者
　(３)　法第８条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業者　
　(４)　法第８条第26項に規定する施設サービス行う事業者
　(５)　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。）第29条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(６)　総合支援法第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業を行う事業者
　(７)　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業を行う事業者
　(８)　児童福祉法第24条の26第１項第１号に規定する指定障害児相談支援事業を行う事業者
（給付金の使途）
第３条　給付金の使途は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に要する費用とする。
（給付金の額）
第４条　給付金の額は、別表のとおりとする。
（申請）
第５条　給付金の支給を受けようとする介護・障がい福祉サービス事業所を運営する事業者（以下「申請者」という。）は、中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、中標津町長（以下「町長」という。）に提出しなければならない。
　(１)　介護・障がい福祉サービス事業所一覧（別添１－１）
　(２)　申請者において支給対象事業の用に供している車両に係る車検証の写し
２　給付金の申請期限は、町長が別に定める日とする。
（支給の決定及び通知）
第６条　町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに支給の可否を決定するものとする。
２　町長は、給付金の支給を決定したとき、また支給しないことを決定したときは、中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金支給・不支給決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。
（給付金の支給等に関する周知）
第７条　町長は、本事業の実施に当たり、事業の概要について、支給対象者への周知に努めるものとする。
（申請が行われなかった場合等の取扱い）
第８条　町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第５条第２項の申請期限までに同条第１項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
２　町長は、第６条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請が取下げられたものとみなす。
（不正利得の返還）
第９条　町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。
（受給権の譲渡又は担保の禁止）
第10条　給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
（補則）
第11条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この要綱は、公布の日から施行する。

別表（第４条関係）
	施設・事業所の種別
	給付額

	介護サービス
	訪問系
	訪問介護
	車両１台につき25,000円

	
	
	訪問入浴介護
	

	
	
	訪問看護
	

	
	
	訪問リハビリテーション
	

	
	
	福祉用具貸与
	

	
	
	居宅介護支援
	

	
	通所系
	通所介護
	車両１台につき25,000円
定員１人につき21,000円

	
	
	通所リハビリテーション
	

	
	
	地域密着型通所介護
	

	
	
	認知症対応型通所介護
	

	
	短期入所系
	短期入所生活介護
	

	
	入所施設・
居住系
	介護老人福祉施設
	定員１人につき42,000円

	
	
	介護医療院
	

	
	
	特定施設入居者生活介護
	

	
	
	認知症対応型共同生活介護
	

	障がい福祉サービス
	訪問系
	居宅介護
	車両１台につき25,000円

	
	
	同行援護
	

	
	
	計画相談支援
	

	
	
	地域移行支援
	

	
	
	地域定着支援
	

	
	
	障害児相談支援
	

	
	通所系
	就労継続支援（Ａ型）
	車両１台につき25,000円
定員１人につき21,000円

	
	
	就労継続支援（Ｂ型）
	

	
	
	児童発達支援
	

	
	
	放課後等デイサービス
	

	
	入所系
	共同生活援助
	定員１人につき42,000円




様式第１号（第５条関係）
中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金交付申請書

年　　　月　　　日　
中標津町長　　様
　　所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者　名　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　標記給付金の支給を受けたいので、中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
　１　給付金の名称　　中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金

　２　給付金の額　　　　　　　　　　　　円
　３　給付金の振込先金融機関口座
	金融機関
	
	
	支店

	預金種別
	
	口座番号
	

	口座名義
	

	
	



　４　添付書類
　　（１）介護・障がい福祉サービス事業所一覧（別添１－１）
　　（２）申請者において支給対象事業の用に供している車両に係る車検証の写し
　　　
別添１－１（第５条関係）

介護・障がい福祉サービス事業所一覧

	所属する施設・事業所名
	施設・サービス種別
	車両台数
（台）
	定員数
（人）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


※令和７年４月１日時点における車両及び定員について、ご記入ください。

	区　分
	単価（円）
	車両台数（台）
・定員数（人）
	給付金の額（円）

	車　両
	25,000
	
	

	定　員
	21,000
	
	

	定　員
	42,000
	
	

	合　計
	―
	―
	




様式第２号（第６条関係）

中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金
支給・不支給決定通知書
補助金交付決定通知書
年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　様
中標津町長　　　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日に申請のあった標記給付金について、中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業給付金交付要綱第６条の規定により、次のとおり決定したので通知します。
記
１　給付
（１）給付金の名称　　　　　中標津町介護・障がい福祉サービス提供体制維持支援事業
　　　　　　　　　　　　　　給付金

　（２）給付金の支給決定額　　　　　　　　　　　　　　円
　（３）給付方法　　　　　　　指定の口座に振込

２　不支給
　（１）不支給の理由　　　　　

